
 

 

 

 

 

 

 

①障がい者計画とは 

「障害者基本法」に基づく、「市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画」として位置

付けられるものであり、本市における障がい者福祉施策の基本的な理念と取組の方針を明らかにした

ものです。 

②他計画との関係 

国の「障害者基本計画（第５次）」及び北海道の「第１期ほっかいどう障がい福祉プラン」に基づくと

ともに、「第７次伊達市総合計画」の考え方に即し、「第５期伊達市地域福祉計画」との整合性を図りま

す。 

③第３期計画からの変更点 

国の「障害者基本計画（第５次）」に合わせて体系を見直すとともに、施策を整理しました。また、新

たに第５章を追加し、計画の推進にあたっての、行政、障がい者団体、事業者、企業、地域、市民等の

各主体の役割を明確にしました。 

④進捗状況の点検・評価 

計画の着実な推進を図るため、伊達市地域自立支援協議会において各年度の達成状況の点検・評価に

関し協議を行い、その結果に応じて必要な対策を実施していきます。計画の進捗状況については、市の

ホームページなどで公開します。 

 

 

 

障がい者の基本的人権を享有する個人としての尊厳と 

社会参加の促進による共生社会の実現 

 

 

 

基本目標１ お互いを尊重し合えるまちづくり 

基本目標２ 地域で暮らすことができる体制づくり 

基本目標３ 自立への支援と社会参加の促進 

 

第４期伊達市障がい者計画 概要版 

計画期間 

令和６(2024)年度から令和 10(2028)年度

１．基本的事項 

２．基本理念 

３．基本目標 

４計画の内容 

 

基本目標１ お互いを尊重し合えるまちづくり 

１-１．差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

（１）差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止：①地域生活における権利擁護制度の普及 など 

（２）理解促進：①広報紙、ホームページ等による啓発の推進②当事者団体等による市民啓発活動への支援 など 

１-２．情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

（１）情報アクセシビリティの向上：①広報紙、ホームページなどの効果的活用と充実 など 

（２）意思疎通支援の充実：①聴覚障がい者等意思疎通支援事業の実施②障がいに応じた意思疎通支援 など 

 

基本目標２ 地域で暮らすことができる体制づくり 

２-１．安全・安心な生活環境の整備 

（１）住まいの確保：①住宅改修費の助成②グループホーム等の整備促進 

（２）バリアフリー化の促進：①公共交通機関のバリアフリー化②公共施設のバリアフリー化③歩道等の整備 など 

（３）防犯・防災対策の推進：①防犯・防災意識の啓発②避難支援等関係団体による避難行動要支援者対策の推進など 

２-２．保健・医療の推進 

（１）障がいの原因となる疾病などの予防・早期発見・早期支援：①妊娠・出産・育児相談の充実 など 

（２）医療費の負担軽減：①重度心身障がい者医療費の助成②自立支援医療制度の周知と給付 など 

２-３．自立した生活の支援 

（１）相談支援体制の整備：①ケアマネジメントシステムの構築②相談支援体制の充実 など 

（２）生活支援サービスの提供：①障害福祉サービスの周知と給付②地域生活支援事業の周知と実施 など 

（３）地域福祉活動の推進：①ボランティア活動の促進②当事者団体への支援 

 

基本目標３ 自立への支援と社会参加の促進 

３-１．雇用・就業の支援 

（１）雇用機会の拡大：①職親会の活用②障がい者雇用の促進③職業相談・情報提供の充実④農福連携の支援 など 

（２）福祉的就労の場の確保：①一般就労に向けた訓練・相談機能の強化②地域活動支援センターへの支援 

（３）障害者就労施設等が供給する物品及び役務に対する需要の増進：①障がい者就労施設等が供給できる物品及び役

務の把握②障がい者就労施設等が供給する物品および役務の調達の推進 

３-２．教育の振興 

（１）障がい児保育・療育の充実：①保育士などの資質向上②親などへの相談・指導体制の整備 など 

（２）学校教育の充実：①学校施設のバリアフリー化②交流教育の充実③教職員研修の充実 など 

３-３．社会参加の促進 

（１）本人活動、余暇活動の充実：①各種講座の充実と参加の促進②スポーツ、芸術・文化活動の推進 など 

（２）地域活動の推進：①地域支え合いシステムの推進②地域活動の推進 

 

４．計画の内容 


